
内
閣
衆
質
一
六
二
第
八
八
号

平
成
十
七
年
七
月
八
日

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
加
藤
尚
彦
君
提
出
未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
た
め
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日
受
領

答

弁

第

八

八

号

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

細

田

博

之



衆
議
院
議
員
加
藤
尚
彦
君
提
出
未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
た
め
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
製
造
た
ば
こ
の
小
売
販
売
業
の
許

可
に
つ
い
て
は
、
た
ば
こ
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
「
自
動
販

売
機
の
設
置
場
所
が
、
店
舗
に
併
設
さ
れ
て
い
な
い
場
所
等
製
造
た
ば
こ
の
販
売
に
つ
い
て
未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
観
点
か

ら
十
分
な
管
理
、
監
督
が
期
し
難
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
場
合
」
に
は
、
許
可
を
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
よ
る
た
ば
こ
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
視
認
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
各
財
務
局
等
に
お
け

る
製
造
た
ば
こ
の
小
売
販
売
業
の
許
可
等
の
基
準
の
運
用
及
び
事
務
の
取
扱
い
を
定
め
た
「
製
造
た
ば
こ
小
売
販
売
業
許
可

等
取
扱
要
領
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
蔵
理
第
四
千
六
百
二
十
一
号
）
に
お
い
て
、
た
ば
こ
自
動
販
売
機
を

店
舗
外
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
店
舗
内
の
従
業
員
の
い
る
場
所
か
ら
当
該
た
ば
こ
自
動
販
売
機
及
び
そ
の
利
用
者
を
直
接

か
つ
容
易
に
視
認
で
き
る
場
所
に
店
舗
と
接
し
て
設
置
す
る
の
で
な
け
れ
ば
許
可
を
し
な
い
旨
を
示
し
て
い
た
が
、
青
少
年

育
成
施
策
大
綱
（
平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
青
少
年
育
成
推
進
本
部
決
定
）
及
び
平
成
十
六
年
六
月
に
我
が
国
が
締
結
し
た

た
ば
こ
の
規
制
に
関
す
る
世
界
保
健
機
関
枠
組
条
約
（
平
成
十
七
年
条
約
第
三
号
）
に
お
い
て
未
成
年
者
の
喫
煙
防
止
の
た

一



め
の
取
組
が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
十
月
に
当
該
要
領
の
改
正
を
行
い
、
た
ば
こ
自
動
販
売
機

を
店
舗
内
に
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
店
舗
内
の
従
業
員
の
い
る
場
所
か
ら
当
該
た
ば
こ
自
動
販
売
機
及
び
そ
の
利
用

者
を
直
接
か
つ
容
易
に
視
認
で
き
な
い
場
所
に
設
置
す
る
場
合
に
は
許
可
を
し
な
い
旨
を
示
す
等
、
製
造
た
ば
こ
の
小
売
販

売
業
の
許
可
に
際
し
て
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
設
置
場
所
に
関
す
る
基
準
の
明
確
化
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
全
国
（
沖
縄
県
を
除
く
。
）
で
屋
外
に

設
置
さ
れ
て
い
る
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
深
夜
（
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
に
お
け
る
稼
働
を
自
主
的
に
停
止
す

る
取
組
（
以
下
「
深
夜
稼
動
自
主
規
制
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
て
お
り
、
全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
か
ら
は
、

対
象
と
な
る
た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
深
夜
稼
動
自
主
規
制
の
実
施
率
は
、
平
成
十
七
年
三
月
末
現

在
で
九
十
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
は
、
平
成
八
年
一
月
に
深
夜
稼
動
自
主
規
制
に
つ
い
て
発
表
し
た
際
の
説
明
文
に
お

い
て
、
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
「
た
ば
こ
販
売
業
界
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
以
降
、
販
売
店
頭
で
の
ポ
ス
タ

ー
の
掲
出
、
自
動
販
売
機
へ
の
ス
テ
ッ
カ
ー
の
貼
付
に
よ
る
注
意
・
啓
蒙
を
は
じ
め
、
「
愛
の
一
声
運
動
」
を
展
開
す
る
と

二



共
に
、
販
売
店
頭
か
ら
目
の
届
く
場
所
へ
の
自
動
販
売
機
の
設
置
等
、
未
成
年
者
の
喫
煙
防
止
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
更
な
る
徹
底
を
図
る
た
め
、
深
夜
の
時
間
帯
に
お
け
る
自
動
販
売
機
の
稼
動
を
停
止
す
る
こ
と

と
し
た
次
第
で
す
。
」
と
記
載
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
製
造
た
ば
こ
の
小
売
販
売
業
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
た
ば
こ
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十

条
第
三
号
に
規
定
す
る
「
自
動
販
売
機
の
設
置
場
所
が
、
店
舗
に
併
設
さ
れ
て
い
な
い
場
所
等
製
造
た
ば
こ
の
販
売
に
つ
い

て
未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
観
点
か
ら
十
分
な
管
理
、
監
督
が
期
し
難
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
場
合
」
に
は
、
許
可
を

し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
利
用
者
の
利
便
性
等
も
踏
ま
え
、
営
業
時
間
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
規
制
は
行
っ
て
い
な
い
。

た
ば
こ
の
規
制
に
関
す
る
世
界
保
健
機
関
枠
組
条
約
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
規
制
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
係
る
店
舗
の
休
業
日
又
は
営
業
時
間
外
に
お
け
る
未
成
年
者
喫
煙
防
止
策
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ

い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
に
お
い
て
深
夜
稼
動
自
主
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
加

え
、
社
団
法
人
日
本
た
ば
こ
協
会
、
全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
及
び
日
本
自
動
販
売
機
工
業
会
が
平
成
二
十
年
を

目
途
に
全
国
の
す
べ
て
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
を
成
人
識
別
機
能
付
自
動
販
売
機
に
置
き
換
え
る
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て

三



い
る
。
財
務
省
に
お
い
て
は
、
財
政
制
度
等
審
議
会
の
「
喫
煙
と
健
康
の
問
題
等
に
関
す
る
中
間
報
告
」
（
平
成
十
四
年
十

月
十
日
）
に
お
い
て
、
「
未
成
年
者
の
喫
煙
防
止
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
成
人
識
別
機
能
付
自
動
販
売
機
の
導
入

時
に
は
、
す
べ
て
の
小
売
販
売
店
に
お
い
て
当
該
自
動
販
売
機
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
当
局
に

お
い
て
も
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
を
期
待
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
の
た
ば
こ
業
界
に
お
け
る
成

人
識
別
機
能
付
自
動
販
売
機
の
導
入
に
係
る
取
組
状
況
に
応
じ
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
新
橋
駅
の
改
札
内
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
小

売
販
売
業
者
か
ら
は
、
深
夜
に
お
け
る
稼
動
の
停
止
を
実
施
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
が
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

の
そ
の
他
の
駅
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

政
府
と
し
て
は
、
「
未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
た
め
の
適
切
な
た
ば
こ
の
販
売
方
法
の
取
組
み
に
つ
い
て
（
要
請
）
」
（
平

成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
付
け
警
察
庁
丙
少
発
第
二
十
一
号
、
財
理
第
二
千
四
百
五
十
一
号
及
び
健
発
第
〇
六
二
八
〇
〇
一

号
）
に
よ
り
、
た
ば
こ
関
係
業
界
に
対
し
、
屋
内
の
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
設
置
状
態
の
適
正
化
を
含
め
た
ば
こ
自
動
販
売

機
の
適
正
な
管
理
の
徹
底
を
新
た
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
深
夜
の
稼
動
停
止
を
一

四



律
に
義
務
付
け
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
未
成
年
者
喫
煙
防
止
の
観
点
か
ら
、
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
適
正
な
管
理
を
徹

底
し
た
上
で
販
売
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
た
ば
こ
協
会
、
全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
及
び
日
本
自
動
販
売
機
工
業
会
は
、
平
成
十
三
年
十

一
月
に
、
成
人
識
別
機
能
を
搭
載
し
た
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
開
発
と
導
入
に
向
け
共
同
研
究
に
取
り
組
み
、
所
要
の
検
証

を
重
ね
て
、
平
成
二
十
年
を
目
途
に
全
国
一
斉
稼
動
を
目
指
す
こ
と
で
合
意
し
た
旨
を
発
表
し
た
。
そ
の
発
表
に
お
い
て
は
、

具
体
的
に
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
用
い
て
購
入
者
が
購
入
時
点
で
成
人
で
あ
る
か
否
か
を
識
別
し
、
成
人
と
識
別
さ
れ
た
場
合

に
の
み
販
売
を
可
能
と
す
る
機
能
を
備
え
た
た
ば
こ
自
動
販
売
機
の
開
発
と
導
入
を
目
指
す
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
こ
れ

ら
の
三
者
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
三
者
が
平
成
十
六
年
二
月
に
発
表
し
、
同
年
五
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
種
子
島
に
お
け
る
第
二
次
導
入
検
証
に

係
る
費
用
は
、
社
団
法
人
日
本
た
ば
こ
協
会
会
員
各
社
が
負
担
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
そ
の
負
担
規
模
に
つ
い
て

は
、
現
在
検
証
の
途
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
確
定
で
き
な
い
と
聞
い
て
い
る
が
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
の
財
政
制
度
等

審
議
会
た
ば
こ
事
業
等
分
科
会
の
第
九
回
会
合
に
お
い
て
は
、
社
団
法
人
日
本
た
ば
こ
協
会
か
ら
「
種
子
島
で
の
検
証
で
、

五



自
販
機
の
改
作
費
用
は
一
台
十
万
円
程
度
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次
導
入
検
証
に
係
る
結
果
の
発
表
方
法
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
三
者
で
検
討
さ
れ
る
と
聞
い
て
い
る
。

六


